
契約変更理由書 

神戸市 

業 務 名 しあわせの村山の砦改修工事 

 契約変更後の工期  

     

 令和3年11月30日 (延長期間 123日間) 

 契約変更の理由 

 

 ・本工事では２週間程度の準備期間後、3月 5日前後から着手の予定であったが 

  公園管理者との調整の結果、工事の周知期間を４週間確保するよう要望を受け、 

  周知期間を 3月 29 日までとした。 

 ・既存遊具撤去後に流用基礎の位置確認を行ったが、設計図書と基礎の位置や 

  深さに誤差が発見され、安全性の確保のため再度詳細な測量を実施し、それに 

  基づきすべての柱の施工詳細図を作成する必要が生じた。 

 ・新型コロナの影響により遊具の材料の入荷が遅れている。 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


